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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベースハウジングと、該ベースハウジングに対して流体密に固定されることにより該ベ
ースハウジングとの間に作用空気室を形成する弾性壁部材と、該作用空気室内に配置され
て該弾性壁部材に設けられた出力部に付勢力を及ぼす付勢手段とを備え、該作用空気室の
空気圧を外部から変化せしめることにより、該出力部を該付勢手段の付勢力に抗して駆動
変位せしめる防振装置用の空気圧式アクチュエータにおいて、
　前記弾性壁部材の中央部分に形成された前記出力部の外周部分をゴム弾性体で形成され
た弾性脚部として、該弾性脚部の外周縁部を前記ベースハウジングに固着することにより
、それら出力部および弾性脚部と前記ベースハウジングとの対向面間に前記作用空気室を
形成する一方、
　前記ベースハウジングと前記弾性壁部材の前記作用空気室側の対向面の少なくとも一方
において、内周側から外周側に向かって延びる複数条の突条部を形成して、該突条部を、
該ベースハウジングと該出力部との対向部分および該ベースハウジングと該弾性脚部との
対向部分の両方に亘って配置し、更に、前記突条部の外周側端部が前記ベースハウジング
及び前記弾性壁部材の外周縁部にまでは至らない長さで形成されていると共に、前記突条
部の外周側端部において突出先端面が外周側に行くに従って次第に該突条部の高さが小さ
くなる傾斜面とされていることを特徴とする防振装置用空気圧式アクチュエータ。
【請求項２】
　前記突条部が前記ベースハウジングに形成されている請求項１に記載の防振装置用空気
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圧式アクチュエータ。
【請求項３】
　前記突条部の内周側の端部において周方向で連続的に繋がる環状突部が形成されている
一方、前記弾性壁部材と該環状突部の当接面の少なくとも一方には径方向に延びる連通溝
が形成されている請求項２に記載の防振装置用空気圧式アクチュエータ。
【請求項４】
　前記突条部の形成箇所において前記作用空気室と反対側の裏面に肉抜凹溝が形成されて
いる請求項１乃至３の何れか一項に記載の防振装置用空気圧式アクチュエータ。
【請求項５】
　周方向で隣り合う前記突条部間に、該突条部よりも高さが小さい控え突部が形成されて
いる請求項１乃至４の何れか一項に記載の防振装置用空気圧式アクチュエータ。
【請求項６】
　前記控え突部の形成箇所において前記作用空気室と反対側の裏面に肉抜凹溝が形成され
ている請求項５に記載の防振装置用空気圧式アクチュエータ。
【請求項７】
　前記弾性壁部材の前記ベースハウジングへの当接面に弾性突起が突出形成されている請
求項１乃至６の何れか一項に記載の防振装置用空気圧式アクチュエータ。
【請求項８】
　第一の取付部材が筒状の第二の取付部材の一方の開口部側に離隔して配設されて、それ
ら第一の取付部材と第二の取付部材が本体ゴム弾性体で相互に連結されて該第二の取付部
材の一方の開口部が該本体ゴム弾性体で閉塞されると共に、該第二の取付部材の他方の開
口部が可撓性膜で閉塞されて該本体ゴム弾性体と該可撓性膜との間に非圧縮性流体が封入
された流体室が形成されており、該流体室に仕切部材が配設されて該第二の取付部材で固
定的に支持されることにより、該仕切部材を挟んだ両側に壁部の一部が該本体ゴム弾性体
で構成されて内圧変動が及ぼされる受圧室と壁部の一部が該可撓性膜で構成されて容積変
化が許容される平衡室が形成されると共に、それら受圧室と平衡室を連通せしめる第一の
オリフィス通路と、該第一のオリフィス通路よりも高周波数域にチューニングされた第二
のオリフィス通路がそれぞれ該仕切部材に形成される一方、該可撓性膜を挟んで該平衡室
と反対側に請求項１乃至７の何れか一項に記載の防振装置用空気圧式アクチュエータが配
設されて、前記出力部の駆動変位に伴う出力を該可撓性膜に及ぼして該可撓性膜を該第二
のオリフィス通路の開口部に対して変位させることにより、該第二のオリフィス通路が連
通状態と遮断状態に切り替えられるようにしたことを特徴とする流体封入式防振装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、密閉された作用空気室の空気圧変化に伴う弾性壁部材の変位を出力に変換す
る防振装置用の空気圧式アクチュエータと、それを用いた流体封入式防振装置に係り、特
に、ベースハウジングに対する弾性壁部材の当接と離隔に伴う異音の発生が好適に防止さ
れるようにした新規な構造の空気圧式アクチュエータと、それを用いた流体封入式防振装
置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、作用空気室内の圧力を外部から変化させることにより出力部を変位させて、
出力部の変位を出力に変換する空気圧式アクチュエータが知られており、例えば、外部か
ら防振特性を切換可能とされた空気圧切換型の流体封入式防振装置等において、防振特性
の切換手段として利用されている。この空気圧式アクチュエータは、例えば、特許文献１
（特開２００３－４０９０号公報）にも示されているように、ベースハウジングと弾性壁
部材を有しており、それらベースハウジングと弾性壁部材の対向面間に外部から密閉され
た作用空気室が形成されると共に、弾性壁部材に設けられた出力部が作用空気室に配設さ
れた付勢手段によってベースハウジングから離隔する方向に付勢されている。そして、作
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用空気室に外部から負圧を及ぼすことによって、出力部が付勢手段の付勢力に抗してベー
スハウジングに接近する方向に変位せしめられるようになっていると共に、作用空気室に
外部から大気圧乃至は正圧を及ぼすことによって、出力部が付勢手段の付勢力の作用でベ
ースハウジングから離隔する方向に変位せしめられるようになっている。
【０００３】
　ところで、特許文献１等に記載された従来構造の空気圧式アクチュエータでは、ベース
ハウジングと弾性壁部材の対向面の一部が相互に平行となっており、作用空気室に負圧が
及ぼされた際に、対向する平行面が相互に当接することによって、ベースハウジングと弾
性壁部が部分的に密接せしめられるようになっている。このように当接面が相互に密接せ
しめられる平行面とされていると、作用空気室の圧力が負圧から大気圧に変化せしめられ
る際に、密着状態の解除に伴う異音が発生するおそれがあった。
【０００４】
　特に、作用空気室の空気圧が径方向中央部分に設けられたポートを通じて外部から変化
せしめられるようになっている場合には、ポートを通じて作用空気室に大気圧が及ぼされ
る際に、作用空気室におけるベースハウジングと弾性壁部材の密接箇所よりも外周側の領
域が負圧に維持された状態で、ベースハウジングと弾性壁部材の当接状態が解除される。
従って、作用空気室内の圧力が負圧から大気圧に変化せしめられると、ベースハウジング
と弾性壁部材の当接箇所よりも外周側において吸盤の如き吸着作用が生じて、更なる異音
の原因となるおそれがあった。
【０００５】
　さらに、作用空気室に及ぼす空気圧を大気圧から負圧に変化させる場合には、全周に亘
って弾性壁部材がベースプレートに密接されるようになっていると、ベースプレートと弾
性壁部材の当接時に生じる打音が問題となり易かった。
【特許文献１】特開２００３－４０９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ここにおいて、本発明は、上述の如き事情を背景として為されたものであって、その解
決課題とするところは、弾性壁部材のベースハウジングに対する当接状態と離隔状態の切
換時に生じる異音を、特別な部品を要することなく簡単に低減乃至は回避することが出来
る、新規な構造の防振装置用空気圧式アクチュエータを提供することにある。
【０００７】
　また、本発明は、異音の低減乃至は回避を有利に実現出来る本発明に係る空気圧式アク
チュエータを用いた空気圧切換型の流体封入式防振装置を提供することも、目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以下、このような課題を解決するために為された本発明の態様を記載する。なお、以下
に記載の各態様において採用される構成要素は、可能な限り任意な組み合わせで採用可能
である。また、本発明の態様乃至は技術的特徴は、以下に記載のものに限定されることな
く、明細書全体および図面に記載されたもの、或いはそれらの記載から当業者が把握する
ことの出来る発明思想に基づいて認識されるものであることが理解されるべきである。
【０００９】
　すなわち、本発明は、ベースハウジングと、該ベースハウジングに対して流体密に固定
されることにより該ベースハウジングとの間に作用空気室を形成する弾性壁部材と、該作
用空気室内に配置されて該弾性壁部材に設けられた出力部に付勢力を及ぼす付勢手段とを
備え、該作用空気室の空気圧を外部から変化せしめることにより、該出力部を該付勢手段
の付勢力に抗して駆動変位せしめる防振装置用の空気圧式アクチュエータにおいて、前記
弾性壁部材の中央部分に形成された前記出力部の外周部分をゴム弾性体で形成された弾性
脚部として、該弾性脚部の外周縁部を前記ベースハウジングに固着することにより、それ
ら出力部および弾性脚部と前記ベースハウジングとの対向面間に前記作用空気室を形成す
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る一方、前記ベースハウジングと前記弾性壁部材の前記作用空気室側の対向面の少なくと
も一方において、内周側から外周側に向かって延びる複数条の突条部を形成して、該突条
部を、該ベースハウジングと該出力部との対向部分および該ベースハウジングと該弾性脚
部との対向部分の両方に亘って配置し、更に、前記突条部の外周側端部が前記ベースハウ
ジング及び前記弾性壁部材の外周縁部にまでは至らない長さで形成されていると共に、前
記突条部の外周側端部において突出先端面が外周側に行くに従って次第に該突条部の高さ
が小さくなる傾斜面とされていることを特徴とする。
【００１０】
　このような本発明に従う構造とされた空気圧式アクチュエータにおいては、ベースハウ
ジングと弾性壁部材の対向面の少なくとも一方に複数条の突条部を形成することにより、
それらベースハウジングと弾性壁部材の対向面が全体に亘って密着状態で当接されるのを
防ぐことが出来る。それ故、ベースハウジングと弾性壁部材の当接による打音や、密着状
態から離隔することによる異音等の発生を、有利に低減乃至は解消することが出来る。
【００１１】
　特に、ベースハウジングと弾性壁部材の当接状態において、作用空気室における当接箇
所を挟んだ内周側の領域と外周側の領域が、周方向で隣り合う突条部の間に形成される谷
状の溝部を通じて、相互に連通された状態に維持されるようになっている。従って、作用
空気室内の空気圧が負圧から大気圧に変化せしめられた場合に、作用空気室の内周部分と
外周部分の一方が、大気中に連通されない密閉空間となるのを防いで、吸盤の如き吸着作
用によって大きな異音が発生するのを効果的に回避することが出来る。
　また、本発明に従う構造とされた空気圧式アクチュエータによれば、駆動時における変
位量が比較的に大きい中央部分に突条部を設けると共に、駆動時における変位量が比較的
に小さい外周部分に突条部を形成しないことにより、突条部の形成による質量の増加を抑
え、且つ、ベースハウジングと弾性壁部材の当接時及び離隔時に生じる異音を低減乃至は
回避するという効果を有効に得ることが出来る。
　また、本発明に従う構造とされた空気圧式アクチュエータにおいては、突条部が径方向
中間部分まで延びるように形成されており、突条部の外周側端部において突出先端面が外
周側に行くに従って次第に該突条部の高さが小さくなる傾斜面とされていることから、ベ
ースハウジングと弾性壁部材の当接がより緩衝的に実現されて、当接時の打音が一層有利
に低減乃至は回避される。なお、隣り合う突条部間に形成される溝部の内周側端面を傾斜
面とすることにより、ベースハウジングと弾性壁部材の当接による衝撃をより一層抑えて
、打音を効果的に防ぐことも出来る。
【００１２】
　また、本発明に係る防振装置用空気圧式アクチュエータにおいては、前記突条部が前記
ベースハウジングに形成されていても良い。
【００１３】
　このように突条部をベースハウジング側に設けることにより、弾性壁部材を高い自由度
をもって設計することが出来て、特に、弾性壁部材側に突条部を形成することによって弾
性壁部材が変形し難くなる等の問題を有利に回避することが出来る。これにより、空気圧
式アクチュエータの出力特性に対する要求を充たしつつ、弾性壁部材とベースハウジング
の当接に際して発生する異音を効果的に防ぐことが出来る。
【００１４】
　さらに、本発明に係る空気圧式アクチュエータにおいて、ベースハウジング側に突条部
が形成されている場合には、前記突条部の内周側の端部において周方向で連続的に繋がる
環状突部が形成されている一方、前記弾性壁部材と該環状突部の当接面の少なくとも一方
には径方向に延びる連通溝が形成されていることが望ましい。
【００１５】
　このように突条部の内周側端部に環状突部を設けることにより、突条部を相互に連結し
て突条部の形状を安定させることが出来ると共に、ベースハウジングと弾性壁部材の当接
状態を全周に亘って有利に実現して、弾性壁部材の変形を制限するストッパ効果を有効に
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得ることが出来る。更に、弾性壁部材と環状突部の当接面の少なくとも一方に対して、径
方向に延びる連通溝を形成することにより、環状突部の形成箇所において全周に亘って弾
性壁部材とベースハウジングが当接せしめられた場合にも、作用空気室において当接箇所
を挟んだ内周側と外周側の領域間が連通溝を通じて連通状態に維持されるようになってい
る。これにより、ベースハウジングと弾性壁部材の当接状態が解除される際に生じる異音
を有利に防ぐことが出来る。
【００２０】
　また、本発明において、前記突条部の形成箇所において前記作用空気室と反対側の裏面
に肉抜凹溝が形成されている構造を採用することも出来る。
【００２１】
　このように肉抜凹溝を形成することにより、突条部を設けることによるベースハウジン
グの重量の増大を防いで、本発明に従う構造の空気圧式アクチュエータを軽量で実現する
ことが出来る。なお、突条部を外周側に向かって径方向中間部分まで延びるように形成し
て、突条部の突出方向と反対側である裏面に径方向中間部分まで延びる肉抜凹溝を形成す
ることにより、ベースハウジングを軽量化しつつ、ベースハウジングの剛性を有利に確保
することも出来る。
【００２２】
　さらに、空気圧式アクチュエータに関する本発明においては、周方向で隣り合う前記突
条部間に、該突条部よりも高さが小さい控え突部を形成しても良い。
【００２３】
　このような突条部よりも高さが低い控え突部を形成することにより、ベースハウジング
と弾性壁部材の当接に際して、弾性壁部材が突条部と控え突部に対して段階的に当接せし
められることで、当接時の衝撃が分散される。それ故、ベースハウジングと弾性壁部材の
当接時に発生する異音を、より一層有利に低減乃至は回避することが出来る。
【００２４】
　さらに、控え突部が形成された本発明に係る空気圧式アクチュエータにおいて、好適に
は、前記控え突部の形成箇所において前記作用空気室と反対側の裏面に肉抜凹溝が形成さ
れている。
【００２５】
　このように控え突部の形成箇所において肉抜凹溝を形成することにより、控え突部を突
出形成することによるベースハウジングの質量の増加を軽減して、打音の発生を有利に抑
え得る空気圧式アクチュエータを、軽量で実現することが出来る。
【００２６】
　また、本発明に係る空気圧式アクチュエータにおいては、前記弾性壁部材の前記ベース
ハウジングへの当接面に弾性突起が突出形成されている構造を採用することも出来る。
【００２７】
　弾性壁部材の特定の部位に弾性突起を突出形成することによれば、弾性壁部材とベース
ハウジングをより緩衝的に当接させることが出来て、当接打音の問題を効果的に解消する
ことが出来る。
【００２８】
　一方、本発明は、流体封入式防振装置において、第一の取付部材が筒状の第二の取付部
材の一方の開口部側に離隔して配設されて、それら第一の取付部材と第二の取付部材が本
体ゴム弾性体で相互に連結されて該第二の取付部材の一方の開口部が該本体ゴム弾性体で
閉塞されると共に、該第二の取付部材の他方の開口部が可撓性膜で閉塞されて該本体ゴム
弾性体と該可撓性膜との間に非圧縮性流体が封入された流体室が形成されており、該流体
室に仕切部材が配設されて該第二の取付部材で固定的に支持されることにより、該仕切部
材を挟んだ両側に壁部の一部が該本体ゴム弾性体で構成されて内圧変動が及ぼされる受圧
室と壁部の一部が該可撓性膜で構成されて容積変化が許容される平衡室が形成されると共
に、それら受圧室と平衡室を連通せしめる第一のオリフィス通路と、該第一のオリフィス
通路よりも高周波数域にチューニングされた第二のオリフィス通路がそれぞれ該仕切部材
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に形成される一方、該可撓性膜を挟んで該平衡室と反対側に請求項１乃至７の何れか一項
に記載の防振装置用空気圧式アクチュエータが配設されて、前記出力部の駆動変位に伴う
出力を該可撓性膜に及ぼして該可撓性膜を該第二のオリフィス通路の開口部に対して変位
させることにより、該第二のオリフィス通路が連通状態と遮断状態に切り替えられるよう
にしたことも特徴とする。
【００２９】
　このように流体封入式防振装置の防振特性を切り換えるためのアクチュエータとして、
本発明に従う構造の空気圧式アクチュエータを採用することにより、アクチュエータ駆動
時に発生する異音を防いで、車室内の静粛性等を高度に実現することが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下、本発明を更に具体的に明らかにするために、本発明の実施形態について、図面を
参照しつつ、詳細に説明する。
【００３１】
　先ず、図１，図２，図３には、本発明に従う構造の防振装置用空気圧式アクチュエータ
の一実施形態として、負圧式アクチュエータ１０が示されている。この負圧式アクチュエ
ータ１０は、ベースハウジングとしてのベース部材１２と、弾性壁部材としての弾性隔壁
１４を含んで構成されている。なお、以下の説明において、上下方向とは、原則として、
本実施形態における鉛直方向である図１中の上下方向を言うものとする。
【００３２】
　より詳細には、ベース部材１２は、更に底金具１６と底板部材１８を含んでいる。底金
具１６は、鉄やアルミニウム合金等の金属材で形成されて、浅底の略皿形状を有しており
、径方向中央部分には、底金具１６を軸方向に貫通する大径の円形孔２０が形成されてい
る。また、底金具１６の開口周縁部において、径方向一方向で対向する位置に、一対の取
付片２２，２２が外周側に向かって延び出すように形成されていると共に、それら一対の
取付片２２，２２には、それぞれボルトやリベット等の固定部材の挿通孔が形成されてい
る。
【００３３】
　また、底板部材１８は、図４～８に示されているように、略円板形状を有しており、本
実施形態では、硬質の合成樹脂材で形成されている。また、底板部材１８の径方向中央部
分には、略逆カップ形状の中央突部２４が一体形成されている。更に、中央突部２４には
、径方向中央部を貫通するように管路が形成されていると共に、径方向中央を外方（軸方
向下方）に向かって延びるポート２６が一体形成されている。なお、中央突部２４の具体
的な構造はあくまでも一例であって、何等限定的に解釈されるものではなく、例えば、ポ
ート２６が別体の部品として中央突部２４に後付けされるようになっていても良い。また
、底板部材１８の外周端部には、内周部分に比べて薄肉とされた円環板形状を呈する当接
支持部２８が一体的に設けられている。そして、底板部材１８は、中央部分が底金具１６
の円形孔２０に嵌め付けられると共に、外周縁部の当接支持部２８が底金具１６の底壁部
に重ね合わされることにより、底金具１６に対して組み付けられており、底金具１６と底
板部材１８によってベース部材１２が構成されている。
【００３４】
　一方、弾性隔壁１４は、ゴム弾性体で形成された弾性脚部３０と、弾性脚部３０に加硫
接着される押圧金具３２と、押圧金具３２の表面を覆う被覆ゴム３４を含んで構成されて
いる。弾性脚部３０は、略円環板形状を有しており、その内周縁部が押圧金具３２に加硫
接着されている。この押圧金具３２は、逆向きの略カップ形状を有する薄肉の金具であっ
て、例えば、金属板をプレス成形することによって形成されている。また、押圧金具３２
の表面には、弾性脚部３０と一体形成された被覆ゴム３４が全体に亘って被着形成されて
おり、被覆ゴム３４で覆われた押圧金具３２によって、本実施形態における出力部３６が
形成されている。なお、本実施形態においては、押圧金具３２の上底壁部上面に被着形成
された被覆ゴム３４が、比較的に厚肉とされており、後述するダイヤフラム１１０等の他
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部材に対して緩衝的に当接せしめられるようになっている。
【００３５】
　また、押圧金具３２の上底壁部下面に被着形成された被覆ゴム３４には、円形ブロック
形状を有するストッパゴム３８が一体形成されており、下方に向かって突出せしめられて
いる。このストッパゴム３８と中央突部２４の当接によって、ベース部材１２と弾性隔壁
１４の接近方向での相対変位を制限するストッパ機構が実現されている。
【００３６】
　さらに、押圧金具３２の外周縁部には、全周に亘ってフランジ状の固着フランジ４０が
一体形成されており、この固着フランジ４０の下面に固着される被覆ゴム３４（当接ゴム
層）が比較的に厚肉とされている。更に、固着フランジ４０の下面側において、被覆ゴム
３４には、径方向に延びて、下方及び径方向両側に開口する連通溝４２が形成されている
。この連通溝４２は、固着フランジ４０の下面に加硫接着された被覆ゴム３４を径方向で
跨ぐように形成されており、連通溝４２の径方向両側の開口部が、弾性隔壁１４と底板部
材１８の当接箇所を挟んだ両側に位置せしめられている。
【００３７】
　更にまた、固着フランジ４０の下面に固着された厚肉の被覆ゴム３４には、図９に拡大
して示されているように、下方に向かって突出する弾性突起としての微小突起４４が、多
数形成されている。それらの微小突起４４は、底板部材１８との当接予定部を含む被覆ゴ
ム３４の厚肉部分において、その全面に亘って或いは部分的に形成されている。また、各
微小突起４４は、各独立した半球状突起の他、シボ状や連続した又は不連続の突状等の各
種形状で形成され得る。なお、微小突起４４の高さは、限定されるものでないが、好適に
は、０．１ｍｍ～３．０ｍｍ程度とされる。
【００３８】
　また、弾性隔壁１４の外周縁部は、略円環形状の嵌着金具としての嵌着リング４６に加
硫接着されている。嵌着リング４６は、周壁部と底壁部を備えた略Ｌ字断面をもって周方
向に延びる環状の金具であって、その内周面に対して弾性隔壁１４の外周面が加硫接着さ
れている。
【００３９】
　そして、嵌着リング４６が底金具１６の周壁部に圧入固定されることにより、ベース部
材１２に対して弾性隔壁１４が固定的に組み付けられており、押圧金具３２を備えた出力
部３６が、ベース部材１２の中央部分において、底板部材１８の上方に配置されている。
また、底金具１６に弾性隔壁１４が組み付けられた状態において、弾性隔壁１４の外周縁
部が底板部材１８の外周縁部に設けられた当接支持部２８に対して流体密に圧接されてお
り、それによって、底板部材１８と押圧金具３２の対向面間において、外部空間から隔て
られた作用空気室４８が形成されている。
【００４０】
　また、作用空気室４８の中央部分には、付勢手段としてのコイルスプリング５０が収容
配置されており、底板部材１８と押圧金具３２（出力部３６）の対向面間に配設されてい
る。このコイルスプリング５０は、中央突部２４に嵌め付けられて径方向で位置決め支持
されている。そして、コイルスプリング５０の付勢力によって、出力部３６が、常時、ベ
ース部材１２から軸方向上方に離隔する方向に付勢されている。これにより、作用空気室
４８の空気圧が大気圧乃至は正圧とされている場合には、弾性隔壁１４の出力部３６が、
ベース部材１２の中央部分において、底板部材１８の上方に離隔位置せしめられている。
【００４１】
　このような負圧式アクチュエータ１０は、図１にも示されているように、ポート２６が
管路を通じて三方弁等の切換弁５２に接続されており、切換弁５２が制御装置５４によっ
て切り換えられることにより、作用空気室４８がポート２６を通じて大気中と負圧源５６
の何れか一方に対して択一的に接続されるようになっている。そして、作用空気室４８に
外部から大気圧が及ぼされると、コイルスプリング５０の付勢力によって弾性隔壁１４の
出力部３６が軸方向上方に変位せしめられるようになっている。また、作用空気室４８に
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外部から負圧が及ぼされると、コイルスプリング５０の付勢力に抗して弾性隔壁１４の出
力部３６がベース部材１２側（軸方向下方）に吸引されて変位せしめられるようになって
いる。これにより、負圧式アクチュエータ１０では、弾性隔壁１４の軸方向上下への駆動
変位によって、軸方向での出力が得られるようになっている。なお、負圧源５６としては
、例えば、自動車の内燃機関（エンジン）の吸気系で生じる負圧等を利用することが出来
る。
【００４２】
　ここにおいて、本実施形態に従う構造の負圧式アクチュエータ１０では、図１０，１１
にも示されているように、作用空気室４８に負圧が作用せしめられると、弾性隔壁１４が
、出力部３６の開口周縁部において底板部材１８に当接せしめられるようになっている。
そして、ベース部材１２を構成する底板部材１８において、弾性隔壁１４が当接せしめら
れる部分には、突条部としての当接突条５８が一体形成されている。
【００４３】
　すなわち、図４，図６，図７等にも示されているように、本実施形態における当接突条
５８は、角部がアール状に湾曲面取りされた矩形断面をもって径方向で直線的に延びるよ
うに設けられており、底板部材１８の径方向中間部分に設けられている。特に、この当接
突条５８は、底板部材１８の径方向中央に形成されて中央突部２４の外周面から径方向外
方に向かって底板部材１８の径方向中間部分まで延びている。
【００４４】
　より詳しくは、中央突部２４の周囲には、コイルスプリング５０の受座が環状に突設さ
れているが、被覆ゴム３４の一部で押圧金具３２の固着フランジ４０の開口下面に被着さ
れた当接ゴム層は、この受座より大径であって、この受座に当接しない。
【００４５】
　また、コイルスプリング５０の受座の周囲を取り囲んで後述する環状当接部６０が形成
されており、この環状当接部６０の周上の複数箇所からそれぞれ径方向外方に延び出すよ
うにして、複数の当接突条５８が形成されている。そして、これら環状当接部６０及び当
接突条５８に対して、押圧金具３２の固着フランジ４０が当接ゴム層を介して当接される
ように位置設定されている。
【００４６】
　特に本実施形態では、当接突条５８が、底板部材１８の外周縁部に設けられた当接支持
部２８よりも内周側に形成されている。また、当接突条５８は、相互に異なる径方向で延
びる複数条が形成されており、本実施形態では、図４に示されているように、周方向で等
間隔に離隔して放射状に延びる六条の当接突条５８が設けられている。
【００４７】
　さらに、本実施形態では、図４に示されているように、当接突条５８の内周側端部にお
いて、周方向に延びる環状突部としての環状当接部６０が形成されており、周方向で離隔
位置せしめられた当接突条５８が、環状当接部６０によって相互に連結されている。環状
当接部６０は、当接突条５８と同じ高さで形成されており、コイルスプリング５０の載置
部分（受座）の外周側を全周に亘って取り囲むように形成されている。
【００４８】
　また、本実施形態では、底板部材１８の内周部分を構成する環状当接部６０の内径寸法
は、押圧金具３２の固着フランジ４０が当接ゴム層を介して当接される径方向領域の内径
寸法よりも小さくされていると共に、環状当接部６０の外周縁部が、押圧金具３２の固着
フランジ４０が当接ゴム層を介して当接される径方向領域の径方向中間部分に位置せしめ
られている。
【００４９】
　なお、出力部３６において環状当接部６０と当接する下端部には、径方向に延びる複数
条の連通溝４２が形成されており、ベース部材１２と弾性隔壁１４の当接状態において、
環状当接部６０と出力部３６の間で径方向に貫通するトンネル状の通路が形成されるよう
になっている。
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【００５０】
　一方、当接突条５８の外周側端部には、傾斜部６２が一体的に設けられている。傾斜部
６２は、図７に示されているように、突出先端面である上端面が外周側に行くに従って下
傾する傾斜面とされており、突出高さが外周側に向かって次第に小さくなっている。本実
施形態では、傾斜部６２の突出先端面が略一定の傾斜角度で外周側に向かって下傾する傾
斜平面とされている。
【００５１】
　また、周方向で隣り合う当接突条５８の間には、溝部としての凹状部６４が形成されて
いる。この凹状部６４は、上方に突出する当接突条５８の間に形成された谷間状の凹部で
あって、本実施形態では、凹状部６４の内周側の壁面が、外周側に向かって次第に下傾す
る傾斜面で構成されている。
【００５２】
　また、凹状部６４には、それぞれ控え突部としての控え突条６６が形成されている。控
え突条６６は、図８に示されているように、当接突条５８よりも高さ寸法がｄだけ小さく
されており、本実施形態では、当接突条５８と同様に、底板部材１８の径方向中間部分か
ら内周側に向かって直線的に延びる突条とされている。
【００５３】
　更にまた、控え突条６６は、押圧金具３２の固着フランジ４０が当接ゴム層を介して当
接される径方向領域の径方向中間部分から径方向外方に延びている。そして、当接突条５
８と控え突条６６は、何れも、その略平坦な上端面が、押圧金具３２の固着フランジ４０
が当接ゴム層を介して当接される径方向領域の略外周縁部まで延びており、そこから次第
に下傾する傾斜面をもった傾斜部６２，６８が延び出している。
【００５４】
　なお、当接突条５８と控え突条６６の突出高さの差：ｄは、特に限定されるものではな
いが、好適には、０．５ｍｍ～５．０ｍｍ程度とされる。これにより、後述する弾性隔壁
１４のベース部材１２への段階的な当接が有効に実現される。また、控え突条６６の外周
側端部には、傾斜部６８が設けられている。この傾斜部６８は、当接突条５８と同様に、
外周側に行くに従って次第に高さが小さくなるようになっており、上端面が外周側に向か
って下傾する傾斜面とされている。
【００５５】
　また、当接突条５８と控え突条６６の形成部分において、底板部材１８の裏面側には、
肉抜凹溝７０が形成されている。肉抜凹溝７０は、図５に示されているように、底板部材
１８において、当接突条５８及び控え突条６６が形成された部分の作用空気室４８と反対
側に位置する裏面に開口するように形成されており、当接突条５８及び控え突条６６と同
じく、径方向で直線的に延びるように形成されている。また、本実施形態における肉抜凹
溝７０は、その底壁面の外周側端部が、外周側に行くに従って下傾する傾斜面で構成され
ており、外周側端部において、肉抜凹溝７０の溝深さが外周側に向かって次第に小さくな
っている。なお、本実施形態では、当接突条５８に対応する位置に六条の肉抜凹溝７０が
形成されていると共に、控え突条６６に対応する位置に六条の肉抜凹溝７０が形成されて
おり、周方向に等間隔で放射状に延びる十二条の肉抜凹溝７０が形成されている。
【００５６】
　このような本実施形態に従う構造の底板部材１８を備えた負圧式アクチュエータ１０に
よれば、作用空気室４８に負圧が及ぼされて、弾性隔壁１４が底板部材１８に接近せしめ
られて当接する際に、図１０に示されているように、先ず、弾性隔壁１４が当接突条５８
に当接せしめられるようになっている。これにより、弾性隔壁１４と底板部材１８が部分
的に当接せしめられて、当接時の衝撃が緩和される。従って、弾性隔壁１４と底板部材１
８の当接による打音を軽減することが出来る。
【００５７】
　また、弾性隔壁１４が初期の当接状態から更に底板部材１８側に接近せしめられると、
図１１に示されているように、当接突条５８への当接後に控え突条６６に当接せしめられ
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るようになっている。このように弾性隔壁１４を底板部材１８に対して、部分的且つ段階
的に当接せしめることにより、当接による衝撃を分散することが出来て、発生する打音を
小さく抑えることが出来る。
【００５８】
　特に本実施形態では、弾性隔壁１４側の当接部分が、比較的に厚肉の被覆ゴム３４で形
成されており、厚肉とされた被覆ゴム３４の下面によって本実施形態におけるベース部材
１２との当接面が構成されている。これにより、弾性隔壁１４とベース部材１２の緩衝的
な当接が有利に実現されるようになっている。
【００５９】
　また、本実施形態では、凹状部６４の内周側端面が、外周側に向かって下傾する傾斜面
とされており、弾性隔壁１４側の当接面に対して次第に離隔するように傾斜せしめられて
いる。これにより、弾性隔壁１４と底板部材１８の当接初期の当接面積がより有利に小さ
くなっている。それ故、それらの当接による衝撃を一層有利に分散せしめることが出来て
、打音の低減を効果的に実現出来る。更に、本実施形態では、弾性隔壁１４の底板部材１
８に対する当接面に、多数の微小突起４４が形成されている。これによって、より有利に
当接打音の低減を図ることが出来る。
【００６０】
　さらに、本実施形態では、弾性隔壁１４が、底板部材１８の環状当接部６０の外周縁部
に対して当接せしめられるようになっており、当接面積が小さくなるように工夫されてい
る。しかも、環状当接部６０に対して当接せしめられる出力部３６の内周縁部が、内周側
に行くに従って次第に上方に向かって傾斜する湾曲形状とされている。これらによって、
弾性隔壁１４と底板部材１８の当接がより一層緩衝的に実現されるようになっている。ま
た、環状当接部６０に開口形成された複数の連通溝４２によって、環状当接部６０に対す
る弾性隔壁１４の当接面積がより小さく抑えられている。
【００６１】
　一方、作用空気室４８内の空気圧が負圧から大気圧に変化せしめられると、相互に当接
せしめられた弾性隔壁１４と底板部材１８が離隔せしめられる。そこにおいて、弾性隔壁
１４と底板部材１８が部分的に当接せしめられていることから、それら弾性隔壁１４と底
板部材１８の当接箇所において離隔時に生じる異音が低減されるようになっている。
【００６２】
　さらに、作用空気室４８に負圧が及ぼされて底板部材１８と弾性隔壁１４が相互に当接
せしめられた状態においても、周方向で隣り合う当接突条５８の間に形成された谷間状の
凹状部６４と、弾性隔壁１４の当接部分に形成された連通溝４２を通じて、弾性隔壁１４
と底板部材１８の当接箇所を挟んだ内周側の空間と外周側の空間が相互に連通状態に維持
されるようになっている。これによって、ポート２６を通じて内周側の空間に大気圧が及
ぼされると、作用空気室４８全体の空気圧が大気圧に変化せしめられるようになっており
、弾性隔壁１４が底板部材１８に吸着せしめられることによる異音の発生を有利に防ぐこ
とが出来る。
【００６３】
　すなわち、作用空気室４８において、弾性隔壁１４と底板部材１８の当接箇所よりも内
周側の空間と外周側の空間が相互に隔てられていると、ポート２６を通じて内周側の空間
に大気圧が及ぼされた場合にも、外周側の空間の空気圧が負圧に維持されて、外周部分に
おいて弾性隔壁１４と底板部材１８の間に負圧による吸引力が作用するため、弾性隔壁１
４と底板部材１８の離隔時に問題となる程度の大きな異音が生じるおそれがある。そこに
おいて、本実施形態では、内周側の空間と外周側の空間が相互に連通されていることによ
り、外周側の空間が密閉状態となって負圧に維持されるのを防ぐことが出来て、弾性隔壁
１４と底板部材１８の負圧による吸着の解除時に、異音が発生するのを低減乃至は回避す
ることが出来る。
【００６４】
　また、負圧式アクチュエータ１０の底板部材１８に肉抜凹溝７０が形成されていること
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により、底板部材１８に当接突条５８及び控え突条６６が形成された本実施形態に従う構
造の負圧式アクチュエータ１０を、比較的に軽量で実現することが出来る。
【００６５】
　ところで、本実施形態に従う構造とされた負圧式アクチュエータ１０は、例えば、図１
２，１３に示された自動車用エンジンマウント７２に好適に採用される。このエンジンマ
ウント７２は、マウント本体７４が筒状ブラケット７６に嵌め込まれた構造とされている
。マウント本体７４は、第一の取付部材としての第一の取付金具７８と、第二の取付部材
としての第二の取付金具８０が本体ゴム弾性体８２で連結された構造を有しており、第一
の取付金具７８が振動伝達系を構成する一方の部材である図示しないパワーユニットに取
り付けられると共に、第二の取付金具８０が筒状ブラケット７６を介して振動伝達系を構
成する他方の部材である図示しない車両ボデーに取り付けられることにより、パワーユニ
ットが車両ボデーによって防振支持されるようになっている。なお、図１２には、エンジ
ンマウント７２の車両への非装着状態が示されている。
【００６６】
　より詳細には、第一の取付金具７８は、略円形ブロック形状を有しており、本実施形態
では、鉄やアルミニウム合金等の高剛性の金属材で形成されている。また、第一の取付金
具７８の上端部には、上方に向かって突出する取付ボルト８４が一体形成されている。そ
して、例えば、取付ボルト８４が図示しないブラケットに螺着されて、該ブラケットを介
して自動車のパワーユニットに固定されることにより、第一の取付金具７８がパワーユニ
ットに取り付けられるようになっている。
【００６７】
　また、第二の取付金具８０は、大径の略円筒形状を呈しており、第一の取付金具７８と
同様に、鉄やアルミニウム合金等の高剛性材で形成されている。また、第二の取付金具８
０は、軸方向下側部分が筒状部８８とされていると共に、軸方向上側開口部には上方に向
かって次第に拡開するテーパ部９０が設けられており、それら筒状部８８とテーパ部９０
が、筒状部８８の上端部から内周側に広がる段差部９２を介して一体形成されている。こ
れにより、第二の取付金具８０の上側開口部付近において、第二の取付金具８０の外周面
に開口する溝状のくびれが形成されている。
【００６８】
　また、テーパ部９０の上側開口縁部には、全周に亘ってフランジ状部９４が一体形成さ
れている。更に、このフランジ状部９４には、それぞれ外周側に突出する一対の固定片９
６，９６が、径方向一方向で対向位置して一体形成されており、これらの固定片９６，９
６にボルト挿通孔９８，９８が設けられている。また、フランジ状部９４には、周上の一
箇所において外周側に突出する当接片１００が一体形成されている。そして、かかる当接
片１００の軸方向外面に緩衝ゴム１０２が被着形成されることにより、図示しないパワー
ユニット側の取付ブラケットが当接せしめられるバウンドストッパが構成されている。
【００６９】
　このような構造とされた第二の取付金具８０には、その軸方向上側の開口部側に離隔し
て、第一の取付金具７８が同一中心軸上に配されている。そして、これら第一の取付金具
７８と第二の取付金具８０の間には、本体ゴム弾性体８２が配設されており、この本体ゴ
ム弾性体８２によって第一の取付金具７８と第二の取付金具８０が弾性的に連結されてい
る。
【００７０】
　本体ゴム弾性体８２は、全体として円錐台形状を有しており、その大径側端面には、下
方に向かって開口するすり鉢状の大径凹所１０４が形成されている。そして、本体ゴム弾
性体８２の小径側端部には、第一の取付金具７８が挿し込まれるように埋設されて加硫接
着されていると共に、本体ゴム弾性体８２の大径側端部外周面には、第二の取付金具８０
の軸方向上側の開口部分が重ね合わされて加硫接着されている。以上から明らかなように
、本実施形態における本体ゴム弾性体８２は、第一の取付金具７８と第二の取付金具８０
を備えた一体加硫成形品として形成されている。なお、本実施形態では、テーパ部９０の
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内周面が略全面に亘って本体ゴム弾性体８２の外周面に固着されており、第二の取付金具
８０の軸方向上側の開口部が本体ゴム弾性体８２によって流体密に閉塞されている。また
、大径凹所１０４は、第二の取付金具８０の内周側に開口せしめられている
【００７１】
　更にまた、第二の取付金具８０の内周面には、シールゴム層１０６が固着されている。
このシールゴム層１０６は、本体ゴム弾性体８２と一体形成されて、大径凹所１０４の開
口周縁部から下方に向かって延びる薄肉筒形状を有しており、第二の取付金具８０の筒状
部８８の上端部から軸方向中間部分までを覆うように被着形成されている。
【００７２】
　また、第二の取付金具８０の外周面には、嵌着ゴム１０８が固着されている。嵌着ゴム
１０８は、薄肉大径の略円筒形状を有するゴム弾性体で形成されており、第二の取付金具
８０の外周面を、軸方向上端部から軸方向中間部分に亘って覆うように被着形成されてい
る。なお、嵌着ゴム１０８は、筒状部８８の外周面に固着された部分が、テーパ部９０の
外周面に固着された部分よりも外周側に突出せしめられており、後述するマウント本体７
４の筒状ブラケット７６への組付け状態下において、筒状部８８の外周面に固着された嵌
着ゴム１０８の下部が、筒状ブラケット７６に対して圧接されるようになっていると共に
、テーパ部９０の外周面に固着された嵌着ゴム１０８の上部が、筒状ブラケット７６の内
周側に離隔位置せしめられるようになっている。
【００７３】
　また、第二の取付金具８０には、可撓性膜としてのダイヤフラム１１０が取り付けられ
る。ダイヤフラム１１０は、全体として略円板形状を有するゴム膜であって、中央部分が
比較的に厚肉とされていると共に、外周部分が薄肉且つ波紋状の弛みを有して容易に変形
可能とされている。また、ダイヤフラム１１０の外周部分には、略円環形状の固定金具１
１２が加硫接着されている。なお、以上より明らかなように、本実施形態におけるダイヤ
フラム１１０は、固定金具１１２を備えた一体加硫成形品として形成されている。
【００７４】
　そして、固定金具１１２が第二の取付金具８０の下側開口部に内挿されて、第二の取付
金具８０の下端部に八方絞り等の縮径加工が施されることにより、ダイヤフラム１１０が
第二の取付金具８０の下端開口部を覆うように嵌着固定される。なお、固定金具１１２は
、第二の取付金具８０においてシールゴム層１０６が被着形成された部分よりも下側に嵌
め付けられるようになっており、固定金具１１２の外周面に被着形成されたシールゴム１
１４を介して、固定金具１１２が第二の取付金具８０に対して流体密に組み付けられるよ
うになっている。
【００７５】
　これにより、第二の取付金具８０の軸方向一方の開口部が本体ゴム弾性体８２で流体密
に閉塞されると共に、他方の開口部がダイヤフラム１１０で流体密に閉塞されており、第
二の取付金具８０の内周側において、本体ゴム弾性体８２とダイヤフラム１１０の軸方向
対向面間には、外部空間から隔離されて非圧縮性流体が封入された流体室１１６が形成さ
れている。なお、流体室１１６への非圧縮性流体の封入は、例えば、ダイヤフラム１１０
や後述する仕切部材１１８の第二の取付金具８０への取付作業を、非圧縮性流体中で行う
ことにより、有利に実現される。また、流体室１１６に封入される非圧縮性流体は、特に
限定されるものではないが、後述する流体の流動作用に基づく防振効果を有効に得るため
に、０．１Ｐａ・ｓ以下の粘度を有する低粘性流体が好適に採用されて、例えば、水やア
ルキレングリコール，ポリアルキレングリコール，シリコーン油，或いは、それらの混合
液等が好適に採用される。
【００７６】
　また、流体室１１６には、仕切部材１１８が収容配置されて、第二の取付金具８０で支
持されている。仕切部材１１８は、厚肉の略円板形状であって、本実施形態では、第一仕
切部材１２０と第二仕切部材１２２を備えている。
【００７７】
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　より詳細には、第一仕切部材１２０は、略円板形状を有しており、本実施形態では、硬
質の合成樹脂材で形成されている。また、第一仕切部材１２０の径方向中央部分には、上
端面に開口する大径の中央凹所１２６が形成されている。また、第一仕切部材１２０の外
周部分には、外周面に開口する第一周溝１２８が形成されており、中央凹所１２６の外周
側を取り囲むように周方向に一周弱の長さで延びている。
【００７８】
　また、第二仕切部材１２２は、略円板形状を有しており、本実施形態では、第一仕切部
材１２０と同様に硬質の合成樹脂材で形成されている。また、第二仕切部材１２２の径方
向中央部分には、下端面に開口する小径の連通凹所１３０が形成されている。更に、第二
仕切部材１２２の外周部分には、外周面及び上端面に開口する第二周溝１３２が形成され
ており、連通凹所１３０の外周側を取り囲むように周方向に一周弱の長さで延びている。
更にまた、連通凹所１３０と第二周溝１３２の径方向間には、第二仕切部材１２２の上端
面に開口して周方向に一周弱の長さで延びる中央凹溝１３４が形成されている。
【００７９】
　そして、これら第一仕切部材１２０と第二仕切部材１２２は、同一中心軸上で軸方向上
下に重ね合わされて、全体として厚肉円板形状の仕切部材１１８を構成している。なお、
本実施形態において、第一仕切部材１２０と第二仕切部材１２２は、外径が略同一とされ
ている。
【００８０】
　また、第一，第二仕切部材１２０，１２２の組合状態において、第二仕切部材１２２に
形成された第二周溝１３２の上端面側の開口部が、第一仕切部材１２０で覆蓋されて、第
二周溝１３２が外周側に向かって開口する溝形状を呈している。従って、仕切部材１１８
の外周側端部には、外周面に開口してそれぞれ周方向に一周弱の長さで延びる第一周溝１
２８と第二周溝１３２が、軸方向上下で互いに独立して形成されている。更に、第一周溝
１２８と第二周溝１３２は、周方向両端部が周方向で位置合わせされており、周方向一方
の端部において、第一周溝１２８の下側壁部に貫通形成された接続孔１３６を通じて、相
互に連通されている。これによって、仕切部材１１８には、第一周溝１２８と第二周溝１
３２によって構成されて、外周面に開口して周方向に二周弱の長さで延びる周溝１３８が
形成されている。
【００８１】
　このような構造とされた仕切部材１１８は、第二の取付金具８０の内周側において、本
体ゴム弾性体８２とダイヤフラム１１０の軸方向対向面間に配設される。即ち、ダイヤフ
ラム１１０の第二の取付金具８０への組付け前に、第二の取付金具８０の軸方向下側開口
部から仕切部材１１８が挿し入れられて、筒状部８８の内周側に配置される。更に、軸方
向下方からダイヤフラム１１０が挿し入れられて、仕切部材１１８に対して下方から重ね
合わされる。この際、ダイヤフラム１１０の固定金具１１２がシールゴム１１４を介して
仕切部材１１８の下端面に当接せしめられると共に、仕切部材１１８の外周縁部の上端面
が本体ゴム弾性体８２における大径凹所１０４の開口周縁部に下方から当接されることに
よって、仕切部材１１８とダイヤフラム１１０が第二の取付金具８０に対して軸方向での
位置決めが容易に実現されるようになっている。そして、第二の取付金具８０に対して仕
切部材１１８とダイヤフラム１１０が内挿された状態で、第二の取付金具８０に対して八
方絞り等の縮径加工を施すことにより、第二の取付金具８０に対して仕切部材１１８とダ
イヤフラム１１０が嵌着固定されるようになっている。
【００８２】
　なお、本実施形態では、仕切部材１１８の外周面がシールゴム層１０６を介して第二の
取付金具８０の内周面に重ね合わされており、第二の取付金具８０と仕切部材１１８の間
が流体密にシールされている。また、本実施形態では、第二の取付金具８０に縮径加工を
施す際に、仕切部材１１８が内挿された部分に比して、ダイヤフラム１１０が内挿された
部分の縮径量が大きくされている。これにより、合成樹脂製の仕切部材１１８の破損を防
ぎつつ、仕切部材１１８及びダイヤフラム１１０の固定を有効に実現している。更に、第
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二の取付金具８０の縮径加工時に、第二の取付金具８０の下端部を下方に行くに従って縮
径するテーパ形状に加工することにより、ダイヤフラム１１０の下方への抜出しが有利に
防がれている。
【００８３】
　このような仕切部材１１８の組付状態下においては、流体室１１６が、軸直角方向に広
がって配設された仕切部材１１８を挟んで上下に二分されている。これにより、仕切部材
１１８を挟んで軸方向一方の側（図１２中、上側）には、壁部の一部が本体ゴム弾性体８
２で構成されて、振動入力時に内圧変動が及ぼされる受圧室１４０が形成されていると共
に、仕切部材１１８を挟んで他方の側（図１２中、下側）には、壁部の一部がダイヤフラ
ム１１０で構成されて、容積変化が許容される平衡室１４２が形成されている。
【００８４】
　さらに、仕切部材１１８に形成された周溝１３８の外周側開口部が第二の取付金具８０
によって閉塞されており、周溝１３８を利用して周方向に所定の長さで延びるトンネル状
の流路が形成されている。そして、該トンネル状の流路の一方の端部が、第一周溝１２８
の端部において壁部を径方向で内周側に貫通する連通孔１４４を通じて、受圧室１４０に
連通せしめられていると共に、他方の端部が、第二周溝１３２の端部において壁部を軸方
向下方に貫通する連通孔１４６を通じて、平衡室１４２に連通せしめられている。これに
より、周溝１３８を利用して、周方向に所定の長さで延びて、受圧室１４０と平衡室１４
２を相互に連通する第一のオリフィス通路１４８が形成されている。本実施形態では、第
一のオリフィス通路１４８を通じて流動せしめられる流体の共振周波数（チューニング周
波数）が、自動車のエンジンシェイクに相当する１０Ｈｚ前後の低周波数域にチューニン
グされている。
【００８５】
　更にまた、第一仕切部材１２０と第二仕切部材１２２が軸方向に重ね合わされた状態で
第二の取付金具８０に取り付けられることにより、第二仕切部材１２２の径方向中間部分
に形成された中央凹溝１３４の開口部が、第一仕切部材１２０で覆われて、閉塞されてい
る。これにより、中央凹溝１３４を利用して、周方向に一周弱の長さで延びるトンネル状
の通路が形成されている。そして、該トンネル状の通路の一方の端部が、中央凹所１２６
の外周縁部において底壁部を軸方向に貫通する連通孔１５０を通じて、受圧室１４０に連
通せしめられていると共に、他方の端部が、連通凹所１３０の周壁部を径方向に貫通する
連通孔１５２を通じて、平衡室１４２に連通せしめられている。これにより、中央凹溝１
３４を利用して、受圧室１４０と平衡室１４２を第一のオリフィス通路１４８よりも短い
通路長さで連通する第二のオリフィス通路１５４が形成されている。この第二のオリフィ
ス通路１５４は、第一のオリフィス通路１４８よりも高周波数域の振動に対して防振効果
が発揮されるようにチューニングされており、本実施形態では、自動車の停車時に問題と
なるアイドリング振動に相当する２０～４０Ｈｚ程度の中周波数域の振動に対して、有効
な防振効果が発揮されるようにチューニングされている。なお、オリフィス通路１４８，
１５４のチューニング周波数は、オリフィス通路１４８，１５４の通路断面積と通路長の
比を適当に設定することにより、防振対象振動の周波数に応じた所定の周波数とされてい
る。
【００８６】
　以上の如き構造とされたマウント本体７４は、筒状ブラケット７６に組み付けられる。
筒状ブラケット７６は、全体として大径の略円筒形状を有しており、好適には、ガラス繊
維等で補強された硬質の合成樹脂材やアルミニウム合金等の金属材によって形成されてい
る。また、本実施形態に係る筒状ブラケット７６は、第二の取付金具８０よりも軸方向で
の長さが長くされている。
【００８７】
　さらに、筒状ブラケット７６は、大径円筒形状の筒状本体１６４を有している。本実施
形態では、筒状本体１６４の内周面が互いに傾斜方向の異なる上下一組のテーパ面で構成
されており、筒状本体１６４の内径が軸方向外側に行くに従って次第に大きくなっている
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。更に、図中では必ずしも明らかではないが、それら上下一組のテーパ面の接続部分には
、内周側に向かって凸となる稜線状の頂部が形成されており、縦断面において筒状本体１
６４の内周部分が嘴形状を呈している。なお、このような一組のテーパ面は、筒状ブラケ
ット７６の成形用金型の上型と下型の合わせ位置を軸方向の所定位置に設定することで、
型外し用のテーパを利用して有利に実現される。
【００８８】
　また、筒状ブラケット７６の上端部において、径方向一方向で対向する位置には、外周
側に延び出す一対の固定支持片１６６，１６６が形成されており、それぞれに固定ボルト
１６８が埋設固着されている。この固定ボルト１６８は、筒状本体１６４と一体形成され
た固定支持片１６６から上方に向かって突出するように配設されており、ボルトの頭部が
固定支持片１６６に対して固着せしめられている。更に、一対の固定支持片１６６，１６
６の対向方向と直交する径方向一方向には、外周側に向かって延びる当接支持片１７０が
形成されている。また、筒状本体１６４の外周面には、固定支持片１６６及び当接支持片
１７０を補強する補強リブ１７２が一体形成されている。
【００８９】
　また、筒状ブラケット７６の下端部には、径方向一方向で対向する位置に一対の取付支
持片１７４，１７４が形成されている。この取付支持片１７４は、筒状ブラケット７６の
筒状本体１６４の下端開口縁部から径方向両側に向かって延びる板形状を呈しており、中
間部分にリベットの挿通孔が形成されている。なお、本実施形態では、筒状本体１６４の
周上において、取付支持片１７４の形成部分で筒状本体１６４の軸方向の長さが小さくさ
れており、筒状ブラケット７６の下端面が、取付支持片１７４の形成箇所において他の部
分よりも上方に位置せしめられている。
【００９０】
　また、筒状本体１６４の下端には、外周側に延び出す四つの支持脚部１７６が設けられ
ており、各支持脚部１７６には、円形の貫通孔１７８が形成されている。そして、後述す
るマウント本体７４の装着状態下において、例えば、それら貫通孔１７８に挿通されたボ
ルトが、図示しない自動車の車両ボデーに設けられたナット部に対して螺着されることに
より、第二の取付金具８０が、筒状ブラケット７６を介して、車両ボデーに取り付けられ
るようになっている。
【００９１】
　このような筒状ブラケット７６は、マウント本体７４に対して外嵌固定されている。即
ち、本実施形態においては、第二の取付金具８０が筒状ブラケット７６の筒状本体１６４
に対して隙間をもって内挿されると共に、第二の取付金具８０と筒状ブラケット７６の対
向面間の隙間に、嵌着ゴム１０８が径方向で圧縮された状態で介在せしめられる。これに
より、マウント本体７４が筒状ブラケット７６の上端部分に対して嵌着固定されるように
なっている。なお、本実施形態では、筒状ブラケット７６の内周面を構成する上下のテー
パ面のうち、内周側に向かって凸となる頂部よりも下側のテーパ面に対して嵌着ゴム１０
８が圧接されるようになっており、マウント本体７４が筒状ブラケット７６から上方に抜
ける問題を、有利に回避出来るようになっている。
【００９２】
　また、筒状ブラケット７６の下端部には、下側開口部から挿し入れられた負圧式アクチ
ュエータ１０が固定されている。即ち、底金具１６に設けられた一対の取付片２２，２２
が、筒状ブラケット７６の下端部に形成された一対の取付支持片１７４，１７４に対して
重ね合わされて、ボルトやリベット等の固定部材によって固定されることにより、負圧式
アクチュエータ１０が筒状ブラケット７６に固定されている。
【００９３】
　そして、負圧式アクチュエータ１０とマウント本体７４が筒状ブラケット７６に対して
装着されることにより、負圧式アクチュエータ１０がマウント本体７４の下方に配設され
ており、弾性隔壁１４の出力部３６が、比較的に厚肉とされたダイヤフラム１１０の中央
部分に対して、ダイヤフラム１１０を挟んで平衡室１４２と反対側となる軸方向下方から
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重ね合わされている。
【００９４】
　このような構造とされたエンジンマウントにおいて、作用空気室４８に外部から大気圧
が及ぼされると、コイルスプリング５０の付勢力によって、ダイヤフラム１１０の中央部
分が、弾性隔壁１４の出力部３６で軸方向上方に押圧されて、第二のオリフィス通路１５
４の平衡室１４２側開口部である連通凹所１３０の開口部に密着せしめられるようになっ
ている。これにより、作用空気室４８の空気圧が大気圧とされた場合には、第二のオリフ
ィス通路１５４の平衡室１４２側開口部が、ダイヤフラム１１０を介して出力部３６で閉
塞されて、第二のオリフィス通路１５４が遮断状態とされるようになっている。
【００９５】
　一方、作用空気室４８に外部から負圧が及ぼされると、弾性隔壁１４の出力部３６が軸
方向下方に駆動変位せしめられて、出力部３６によるダイヤフラム１１０の押圧が解除さ
れる。これにより、第二のオリフィス通路１５４の平衡室１４２側開口部が連通されて、
第二のオリフィス通路１５４が連通状態とされるようになっている。
【００９６】
　このように、本実施形態に係る自動車用エンジンマウント７２では、第二のオリフィス
通路１５４の連通状態と遮断状態が、負圧式アクチュエータ１０によって切り換えられる
ようになっており、入力振動に応じて防振特性が変化されるようになっている。即ち、エ
ンジンシェイクに相当する低周波数域の振動入力時には、作用空気室４８に外部から大気
圧を及ぼして、第二のオリフィス通路１５４を遮断することにより、第一のオリフィス通
路１４８を通じて流動せしめられる流体の流動量を有利に確保し、第一のオリフィス通路
１４８を通じて流動せしめられる流体の共振作用等の流動作用に基づく防振効果が有利に
発揮されるようになっている。一方、アイドリング振動に相当する中周波数域の振動入力
時には、作用空気室４８に外部から負圧が及ぼされて、第二のオリフィス通路１５４を連
通せしめることにより、第二のオリフィス通路１５４を通じて流動せしめられる流体の共
振作用等の流動作用に基づく防振効果が発揮されるようになっている。
【００９７】
　特に本実施形態に従う構造の自動車用エンジンマウント７２においては、駆動時におけ
る高度な静音性が当接突条５８を設けること等によって有利に実現された負圧式アクチュ
エータ１０を、マウント本体７４の防振特性を切り換える手段として採用することにより
、特性切換による優れた防振性能を実現しつつ、車室内の静粛性を高度に実現することが
可能となっている。
【００９８】
　以上、本発明の一実施形態について説明してきたが、これはあくまでも例示であって、
本発明は、かかる実施形態における具体的な記載によって、何等、限定的に解釈されるも
のではない。
【００９９】
　例えば、前記実施形態においては、突条部としての当接突条５８が底板部材１８に形成
された例が示されているが、突条部を弾性隔壁１４側に形成することも出来る。この場合
には、弾性隔壁１４の変形を妨げないように突条部が形成されていることが望ましく、硬
質の突条部を設けても良いが、ゴム弾性体によって弾性隔壁１４と一体形成されているこ
とが望ましい。勿論、弾性隔壁１４とは別体の部材として突条部が接着等の手段によって
後付けで設けられていても良い。
【０１００】
　また、前記実施形態では、当接突条５８が、略一定の高さで延びる内周部分と、外周側
に行くに従って次第に高さが小さくなる傾斜部６２を含んで構成されているが、例えば、
当接突条は、長さ方向である径方向の全長に亘って略一定の高さを有するように形成され
ていても良いし、また、全長に亘って高さが変化する傾斜部とされていても良い。
【０１０１】
　さらに、前記実施形態では、当接突条５８の傾斜部６２が、略一定の割合で傾斜する傾
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斜平面を上端面に有する形状とされているが、例えば、外周側に行くに従って次第に水平
面に対する傾斜角度が大きくなるようにされた、湾曲傾斜面を上端面に有する形状等、傾
斜の度合いが長さ方向で変化せしめられていても良い。なお、傾斜の割合を変化させる場
合には、漸次乃至は段階的に変化させることが望ましい。
【０１０２】
　さらに、当接突条５８は、長さ方向で高さのみならず幅方向の寸法が変化せしめられて
いても良い。即ち、前記実施形態では、当接突条５８が略一定の幅で延びるように形成さ
れているが、例えば、外周側に行くに従って次第に狭幅となっていても良い。
【０１０３】
　更にまた、前記実施形態において、当接突条５８は、角張った矩形断面を有しているが
、当接突条５８の断面形状は、特に限定されるものではなく、例えば、なだらかな山形の
断面や半円形の断面等であっても良い。
【０１０４】
　また、上記の如き突条部に関する各種の態様は、控え突部に関しても同様のことが言え
る。即ち、控え突部は、例えば、弾性隔壁１４側に形成されていても良いし、傾斜部６８
が上面に湾曲傾斜面を有する形状とされていても良く、更に、断面形状として山形や半円
形等のなだらかな形状を採用することも出来るし、高さや幅、換言すれば断面形状が長さ
方向で変化せしめられていても良い。
【０１０５】
　さらに、前記実施形態では、控え突部の例として、径方向に延びる控え突条６６が示さ
れているが、控え突部は、例えば、凹状部６４の底壁から突出するように形成された突起
状とされていても良い。
【０１０６】
　また、前記実施形態では、肉抜凹溝７０が、当接突条５８及び控え突条６６の形状に対
応した形状、即ち、内周部分が略一定の断面形状を有すると共に、外周部分が外周側に行
くに従って次第に浅底となる形状で形成されているが、肉抜凹溝７０の形状は特に限定さ
れるものではなく、例えば、当接突条５８や控え突条６６の形状とは対応しない形状で形
成されていても良い。具体的には、例えば、肉抜凹溝７０の外周部分は、必ずしも深さが
次第に浅くなる形状とされていなくても良く、全長に亘って一定の断面形状を有していて
も良いし、幅や高さが長さ方向で変化せしめられていても良い。また、突条部が弾性壁部
材側に形成されている場合には、肉抜凹溝が弾性壁部材側に形成される。
【０１０７】
　また、当接突条５８や控え突条６６，肉抜凹溝７０の数は、前記実施形態に示された具
体的な数によって何等限定されるものではない。即ち、当接突条５８が複数形成されてい
れば良く、控え突条６６や肉抜凹溝７０については、なくても良いし、一条乃至複数条が
形成されていても良い。
【０１０８】
　また、前記実施形態では、ベースハウジングとしてのベース部材１２が、底金具１６と
底板部材１８を含んで構成されている。しかし、ベースハウジングは、必ずしも複数の部
材で構成されていなくても良く、例えば、浅底の有底筒形状を有する金属部材において、
プレス加工等を施すことにより底壁部に突条部等を形成することで、ベースハウジングを
形成しても良い。なお、前記実施形態では、ベース部材１２が、鉄やアルミニウム合金等
の金属材で形成された底金具１６と、硬質の合成樹脂材で形成された底板部材１８によっ
て構成されているが、例えば、独立した別部材とされた底金具１６と底板部材１８が、鉄
やアルミニウム合金等の同一の金属材料でそれぞれ形成されていても良い。
【０１０９】
　また、前記実施形態では、弾性壁部材としての弾性隔壁１４の径方向中央部分に押圧金
具３２が埋設固着されており、弾性隔壁１４の底板部材１８への当接箇所が、押圧金具３
２によって補強されて、変形が制限されている。しかし、このような押圧金具３２を備え
た弾性隔壁１４は、あくまでも本発明における弾性壁部材の一態様に過ぎず、例えば、全
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体がゴム弾性体で構成された弾性壁部材を採用することにより、当接時の衝撃をより一層
有利に緩和したり、弾性壁部材全体の弾性変形を妨げることなく有利に許容することによ
って、応力の集中を緩和して、耐久性を効果的に向上せしめることも可能となり得る。
【０１１０】
　また、前記実施形態では、弾性隔壁１４と底板部材１８が傾斜部６２，６８よりも内周
側において当接せしめられているが、例えば、図１４に示されているように、弾性隔壁１
４が傾斜部６２，６８に対して当接せしめられるようになっていても良い。これによれば
、底板部材１８側の当接面が弾性隔壁１４側の当接面に対して傾斜せしめられていること
により、弾性隔壁１４と底板部材１８の当接初期の当接面積をより有利に小さくすること
が出来る。それ故、当接時の衝撃をより一層有利に分散させて、打音の低減を効果的に実
現出来る。なお、図１４に示された本発明の態様において、前記実施形態と実質的に同一
の部材乃至部位については、図中に同一の符号を付すことにより、説明を省略する。
【０１１１】
　また、前記実施形態においては、本発明に係る流体封入式防振装置の一例として、自動
車用エンジンマウント７２の構造が詳説されているが、これはあくまでも例示であって、
本発明は、実施形態の具体的な記載によって限定的に解釈されるものではない。即ち、例
えば、マウント本体７４や筒状ブラケット７６等の具体的な構造は、要求される防振性能
や防振対象部材への取付部分の構造等に応じて適宜に設計され得るものであって、具体的
には、例えば、受圧室の内圧を平衡室に逃して吸収する可動膜や可動板等の液圧吸収機構
を備えたマウント本体や、三つ以上のオリフィス通路を有するマウント本体、防振対象部
材への装着構造やマウント本体への装着構造が異なる筒状ブラケット等を、採用すること
も可能である。更に、前記実施形態において示されている負圧式アクチュエータ１０の筒
状ブラケット７６への取付構造等に関しても、何等限定的に解釈されるものではない。
【０１１２】
　その他、一々列挙はしないが、本発明は、当業者の知識に基づいて種々なる変更，修正
，改良等を加えた態様において実施され得るものであり、また、そのような実施態様が、
本発明の趣旨を逸脱しない限り、何れも、本発明の範囲内に含まれるものであることは、
言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【０１１３】
【図１】本発明の一実施形態としての防振装置用の負圧式アクチュエータを示す縦断面図
であって、図２のＩ－Ｉ線断面に相当する図。
【図２】図１に示された負圧式アクチュエータの平面図。
【図３】図１に示された負圧式アクチュエータの底面図。
【図４】図１に示された負圧式アクチュエータを構成する底板部材を示す平面図。
【図５】図４に示された底板部材を示す底面図。
【図６】図４に示された底板部材を示す正面図。
【図７】図４に示された底板部材の図４におけるＶＩＩ－ＶＩＩ線断面図。
【図８】図４に示された底板部材の図４におけるＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線断面図。
【図９】図１に示された負圧式アクチュエータの一部を拡大して示す断面図。
【図１０】図１に示された負圧式アクチュエータにおいて、作用空気室に負圧が及ぼされ
た状態を示す縦断面図。
【図１１】図１に示された負圧式アクチュエータにおいて、作用空気室により大きな負圧
が及ぼされた状態を示す縦断面図。
【図１２】本発明の一実施形態としての自動車用エンジンマウントを示す縦断面図であっ
て、図１３のＸＩＩ－ＸＩＩ線断面図。
【図１３】図１２に示されたエンジンマウントの平面図。
【図１４】本発明の別の実施形態としての負圧式アクチュエータを示す縦断面図。
【符号の説明】
【０１１４】
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１０：負圧式アクチュエータ，１２：ベース部材，１４：弾性隔壁，１８：底板部材，４
４：微小突起，４８：作用空気室，５０：コイルスプリング，５８：当接突条，６０：環
状当接部，６２：傾斜部，６４：凹状部，６６：控え突条，６８：傾斜部，７０：肉抜凹
溝，７２：自動車用エンジンマウント，７４：マウント本体，７８：第一の取付金具，８
０：第二の取付金具，８２：本体ゴム弾性体，１１０：ダイヤフラム，１１６：流体室，
１１８：仕切部材，１４０：受圧室，１４２：平衡室，１４８：第一のオリフィス通路，
１５４：第二のオリフィス通路

【図１】

【図２】

【図３】
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【図９】
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【図１１】 【図１２】
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